
議案第15号 

 

令和４年度四街道市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和４年度四街道市下水道事業会計

剰余金の処分について定めるとともに、同法第３０条第４項の規定により、同会計決

算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

                  四街道市長  鈴 木 陽 介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

本案は、令和４年度四街道市下水道事業会計剰余金の処分及び決算について、地方

公営企業法第３２条第２項及び第３０条第４項の規定により提案するものであります。 

剰余金の処分については、令和４年度未処分利益剰余金3,198,002円を資本金へ組

み入れるものであります。 

本決算は、収益的収入決算額2,091,873,600円、同支出決算額2,081,849,668円、当

年度純利益額3,198,002円であり、資本的収入決算額116,181,890円、同支出決算額

439,098,642円、補てん額322,916,752円であります。 


